
アカデミア間研究成果有体物提供契約書（簡易版）
○○大学（以下、「甲」という）と△△大学（以下、「乙」という）は、甲が保有する研究成果有体物を乙に提供するにあたり、次のとおり合意する。

（研究成果有体物の内容）

第１条　本契約において提供される成果有体物は以下のとおりである。
	研究成果有体物の名称（数量）
	　　　　　　　　　　　　　　　　　  （　　　　　　　）

	研究成果有体物の種類
	□材料　   □化合物　 □遺伝子　  □蛋白質 　□細胞　
□微生物   □動物　   □その他（　  　　　　　  　　　　　）

	提供機関の研究担当者（氏名・所属･役職）
	　　　 　　　　　　　　　　 　　　（　　　　　　教室・　 　）
e-mail

	受領機関の研究責任者（氏名・所属･役職）
	（　　　　　 大学　　学部・　　　）

e-mail

	研究期間（提供期間）
	　　　　　　 年　　月　　日　 ～　　　　 年 　　月　 　日


（研究目的）

第２条　本契約において提供される成果有体物は以下の研究目的で使用される。

 [研究目的]（200～300文字程度でご記入ください）

（目的外使用禁止）

第3条 本研究成果有体物は、上記研究目的にのみ使用するものとし、営利目的およびヒトに対する治療、診断、飲食物等に直接使用しないこと。
（第三者への提供禁止）

第4条　本研究成果有体物は、乙の研究責任者および研究責任者の属する研究グループ内で使用するものとし、甲の研究担当者の承諾を得ることなく、本研究成果有体物を第三者（機関内の他の研究グループや共同研究の相手先企業等を含む）に提供しないこと。
（公表）

第５条　本研究成果有体物を使用した研究成果を学会または論文等により乙が公表する場合には、本研究成果有体物が甲および甲の研究担当者から提供された旨を明示すること。
（研究成果の取扱）

第６条　本研究成果有体物を使用した研究において新たに生じた発明、考案、その他の知的財産について乙が特許出願等の申請を行った場合には、甲および甲の研究担当者に通知すること。
（研究終了時の返還）

第７条　乙の研究期間が終了したときまたは目的の研究が終了したとき、あるいは乙の研究責任者または研究従事者が移籍した場合には、本研究成果有体物のすべてを廃棄または甲に返還すること。
（不保証）

第８条　本研究成果有体物は、研究過程において得られた実験的又は研究的性格を有するものであり、甲および甲の研究担当者は本研究成果有体物について如何なる保証も行わないこと。また、本研究成果有体物の使用・保有により発生したいかなる結果についても甲は一切その責任を有せず、かつ如何なる損害賠償義務（直接・間接を問わない）を負わない。
（費用負担）

第９条　本研究成果有体物の提供にあたり、甲からの請求に応じて、乙は研究成果有体物の準備および輸送にかかる費用を支払うこと。
（法令順守）

第10条　本研究成果有体物の取扱いに際しては、乙は適用を受ける法令・規則を遵守すること。
　　　　年　　月　　日

甲（提供側）　代表　　　東京都・・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　
　研究担当者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

乙（受領側）　代表　　　東京都・・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　研究責任者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　

研究担当者　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

印





印





印








印








PAGE  
1

